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●
主
な
活
動
　
学
校
授
業
の

補
習
な
ど
の
学
習
支
援
、

児
童
の
進
学
相
談
な
ど
の

対
応

●
対
象
児
童
　
ひ
と
り
親
家

庭
の
小
・
中
学
生

●
活
動
時
間
　
週
１
回
、
２

時
間
程
度

●
活
動
場
所
　
県
内
全
域

（
福
岡
市
、
北
九
州
市
、

久
留
米
市
を
除
く
）
の
地

域
施
設
か
家
庭

＊
詳
細
は
、
同
連
合
会

【
ひ
と
り
親
家
庭
等

日
常
生
活
支
援
事
業
】

　
市
で
は
、
母
子
家
庭
、
父

子
家
庭
か
寡
婦
が
、
就
職
活

動
や
技
能
習
得
の
た
め
の
通

学
、
疾
病
な
ど
の
た
め
に
、

【
自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
】

　
就
職
に
つ
な
が
る
能
力
開

発
の
た
め
の
教
育
訓
練
講
座

の
受
講
料
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
　
20
歳
未
満
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
で
、
次
の 

全
て
の
要
件
を
満
た
す
市

民
▽
所
得
が
児
童
扶
養
手
当
受

給
対
象
水
準
で
あ
る

▽
当
該
教
育
訓
練
受
講
が
適

職
に
就
く
た
め
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る

▽
原
則
と
し
て
、
教
育
訓
練

給
付
金
の
支
給
を
受
け
た

こ
と
が
な
い

●
対
象
講
座

▽
雇
用
保
険
教
育
訓
練
給
付

金
制
度
の
対
象
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

教
育
訓
練
講
座

▽
そ
の
他
、
前
記
に
準
じ
県

知
事
が
厚
生
労
働
大
臣
と

協
議
し
て
指
定
す
る
講
座

＊
事
前
申
請
必
要

●
支
給
額
　
受
講
料
の
６
割

（
上
限
20
万
円
）

＊
た
だ
し
、
１
万
２
０
０
０

円
を
超
え
な
い
場
合
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん

【
高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付
金
】

　
就
職
に
有
利
な
資
格
を
取

得
す
る
た
め
、
毎
月
訓
練
促

進
給
付
金
と
、
修
了
後
に
修

了
支
援
給
付
金
を
支
給
し
ま

す
。

●
対
象
　
20
歳
未
満
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
で
、
次
の
全

て
の
要
件
を
満
た
す
市
民

▽
所
得
が
児
童
扶
養
手
当
受

給
対
象
水
準
で
あ
る

▽
養
成
機
関
で
１
年
以
上
修

業
し
、
そ
の
資
格
の
取
得

が
見
込
ま
れ
る

▽
就
業
か
育
児
と
修
業
の
両

立
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る

▽
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と

が
な
い

●
対
象
資
格
　
看
護
師
・
准

看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、

保
育
士
、
他

●
支
給
額

▽
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付

金
①
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

＝
月
額
10
万
円

②
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
＝

月
額
７
万
５
０
０
円

▽
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援

給
付
金

①
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

＝
５
万
円

②
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
＝

２
万
５
０
０
０
円

●
支
給
期
間
　
平
成
28
年
度

以
降
に
養
成
機
関
に
入
学

し
修
業
す
る
人
は
３
年
間

が
対
象

＊
申
請
し
た
月
か
ら
支
給

【
ひ
と
り
親
家
庭
高
等

学
校
卒
業
認
定
試
験

合
格
支
援
事
業
】

　
高
卒
認
定
試
験
合
格
の
た

め
の
対
策
講
座
の
受
講
料
を

助
成
し
ま
す
。

●
対
象
　
20
歳
未
満
の
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
か
児
童
で
、

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た

す
市
民

▽
所
得
が
児
童
扶
養
手
当
受

給
対
象
水
準
で
あ
る

▽
高
卒
認
定
試
験
に
合
格
す

る
こ
と
が
適
職
に
就
く
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

▽
大
学
入
学
資
格
を
取
得
し

て
い
な
い

●
対
象
講
座
　
高
卒
認
定
試

験
の
合
格
を
目
指
す
講
座

＊
通
信
制
講
座
を
含
む

＊
高
等
学
校
就
学
支
援
金
制

度
の
支
給
対
象
と
な
る
場

合
は
、
事
業
の
対
象
外

＊
事
前
申
請
必
要

●
支
給
額

▽
受
講
修
了
給
付
金
＝
受
講

料
の
２
割（
上
限
10
万
円
）

＊
た
だ
し
、
４
０
０
０
円
を

超
え
な
い
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん

▽
合
格
時
給
付
金
＝
受
講
修

了
日
か
ら
２
年
以
内
に
高

卒
認
定
試
験
の
全
科
目
に

合
格
し
た
場
合
、
受
講
料

の
４
割

＊
た
だ
し
、
受
講
修
了
時
給

付
金
と
合
格
時
給
付
金
の

合
計
額
が
15
万
円
を
超
え

る
場
合
は
、
受
講
修
了
給

付
金
を
差
し
引
い
た
額

国
・
県
な
ど
か
ら

●
期
間
（
約
６
カ
月
程
度
）

▽
通
訳
Ⅰ
講
座
＝
５
月
開
講

予
定

▽
通
訳
Ⅱ
講
座
＝
９
月
開
講

予
定

▽
通
訳
Ⅲ
講
座
＝
４
月
開
講

予
定

●
場
所
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ

ザ
（
春
日
市
原
町
）

●
対
象
　
平
成
30
年
４
月
１

日
現
在
18
歳
以
上
の
県
民

で
、
県
内
で
手
話
通
訳 

者
と
し
て
活
動
を
希
望

し
、
以
下
の
条
件
を
満
た

す
人

▽
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
修

●
概
要
　
福
岡
労
働
局
で

は
、
無
期
労
働
契
約
へ
の

申
込
権
が
平
成
30
年
４
月

か
ら
本
格
的
に
発
生
す
る

た
め
、
無
期
転
換
ル
ー
ル

緊
急
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を
開

設
し
ま
し
た

●
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
　
☎
０
５

７
０
（
０
６
９
）
２
７
６

●
受
付
時
間
　
月
～
金
曜
日

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分

＊
祝
日
は
除
く

●
そ
の
他
　
無
期
転
換
ル
ー

ル
と
は
、
有
期
労
働
契
約

が
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年

を
超
え
た
と
き
は
、
労
働

者
の
申
し
込
み
に
よ
り
、

期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

●
期
間
　
５
月
１
日
（
火
）

～
平
成
31
年
３
月
18
日

（
月
）

＊
毎
週
月
曜
日
に
開
催
（
変

更
の
場
合
あ
り
）

●
時
間
　
午
後
２
時
～
同
４

時
●
場
所
　
メ
イ
ト
ム
宗
像
・

１
０
１
会
議
室

●
内
容
　
聴
覚
障
害
や
、
手

話
に
つ
い
て
学
習
し
、
聴

覚
障
害
者
の
社
会
参
加
を

支
援
す
る
手
話
奉
仕
員
を

手
話
奉
仕
員養

成
講
座

　
厚
生
労
働
省
か
ら
の
通
知

で
、
平
成
30
年
度
（
平
成
30

年
４
月
分
）
か
ら
の
児
童
扶

養
手
当
と
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
手
当
月
額
が
、
次
の
と

お
り
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
両

手
当
は
、
毎
年
「
自
動
物
価

ス
ラ
イ
ド
制
（
＊
）」
で
手

当
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

【児童扶養手当】

区分
全部支給 一部支給

現行 改定後 現行 改定後

児童１人 42,290円 42,500円 9,980〜42,280円 10,030〜42,490円

児童２人（加算額） 9,990円 10,040円 5,000〜9,980円 5,020〜10,030円

児童３人以上
（１人増すごとの加算額） 5,990円 6,020円 3,000〜5,980円 3,010〜6,010円

【特別児童扶養手当】
区分 現行 改定後

１級 51,450円 51,700円

２級 34,270円 34,430円

（
＊
）
年
金
額
の
実
質
価
値

を
維
持
す
る
た
め
、
物
価

変
動
に
合
わ
せ
て
年
金
の

受
給
額
を
調
整
す
る

＊
所
得
で
支
給
額
の
制
限
あ

り
■
問
い
合
わ
せ
先

子
ど
も
家
庭
課

子
ど
も
家
庭
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

県
手
話
通
訳
者

養
成
講
座

ひ
と
り
親
家
庭
の
た

め
の
学
習
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
募
集

無
期
転
換
ル
ー
ル
緊

急
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を

開
設

●
期
間
　
６
月
５
日
（
火
）

～
10
月
24
日
（
水
）

●
時
間
　
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時
30
分

●
会
場
・
内
容

▽
講
義
・
演
習
＝
ナ
ー
ス
プ

ラ
ザ
福
岡（
福
岡
市
東
区
）

▽
実
習
＝
県
内
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

●
対
象
　
訪
問
看
護
に
従
事

し
て
３
年
未
満
の
看
護
師

（
従
事
予
定
者
も
含
む
）

●
定
員
　
先
着
50
人

●
参
加
料
　
５
万
円
（
資
料

代
な
ど
）

平
成
30
年
度
訪
問
看

護
師
養
成
講
習
会

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

●
申
込
締
切
日
　
４
月
27
日

（
金
）

■
申
込
先

福
岡
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
２
（
６
３
１
）

１
２
２
１

【
共
通
事
項
】

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■
問
い
合
わ
せ
先

子
ど
も
家
庭
課

子
ど
も
家
庭
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

一
時
的
に
（
ま
た
は
就
業
上

の
理
由
で
定
期
的
に
）
生
活

援
助
や
保
育
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
が
必
要
な
場
合
な
ど
に
、

家
庭
生
活
支
援
員
を
派
遣

し
、
育
児
や
身
の
回
り
の
お

世
話
を
し
ま
す
。
所
得
に
応

じ
た
費
用
負
担
、
事
前
登
録

が
必
要
で
す
。

【
母
子
父
子
寡
婦
福
祉

資
金
貸
付
事
業
】

　
県
で
は
、
母
子
家
庭
や
父

子
家
庭
、
寡
婦
の
経
済
的
自

立
や
生
活
意
欲
の
助
長
、
子

ど
も
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

た
め
、
修
学
資
金
や
技
能
習

養
成
す
る
も
の

●
対
象
　
市
民
か
、
市
に
通

勤
す
る
18
歳
以
上
の
人

で
、
講
座
終
了
後
手
話
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
可
能

な
人

●
定
員
　
先
着
10
人

●
受
講
料
　
無
料

＊
別
途
、
テ
キ
ス
ト
代

　

３
２
４
０
円
必
要

●
申
込
締
切
日
　
４
月
20
日

（
金
）

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

☎
（
36
）
３
１
３
５

FAX
（
36
）
５
８
５
６

得
期
間
の
生
活
資
金
な
ど
12

種
類
の
資
金
の
貸
付
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

●
対
象
　
母
子
家
庭
、
父
子

家
庭
、
寡
婦
（
か
つ
て
母

子
家
庭
の
母
で
あ
っ
た

人
）
の
市
民

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■
問
い
合
わ
せ
先

子
ど
も
家
庭
課

子
ど
も
家
庭
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

了
者
か
手
話
検
定
２
級
以

上
合
格
者

▽
講
座
の
８
割
以
上
出
席
で

き
る
人

▽
日
常
的
に
手
話
活
動
を
し

て
い
る
人

＊
Ⅱ
を
受
講
希
望
の
場
合
は

Ⅰ
を
、
Ⅲ
を
受
講
希
望
の

場
合
は
Ⅰ
・
Ⅱ
の
講
座
の

修
了
が
必
要

●
定
員
　
各
40
人
程
度

●
参
加
料
　
無
料

＊
別
途
、
テ
キ
ス
ト
代
必
要

●
申
込
締
切
日
　
４
月
下
旬

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

福
岡
県
手
話
の
会
連
合
会

☎
０
９
２
（
５
８
４
）

３
６
４
９

契
約
（
無
期
労
働
契
約
）

に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で

す
■
問
い
合
わ
せ
先

福
岡
労
働
局

雇
用
環
境
・
均
等
部

指
導
課

☎
０
９
２
（
４
１
１
）

４
８
９
４

ＨＰhttp://fukuoka-
kenboren.jp/

で
確
認

を
■
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
法
人
福
岡
県

母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
０
９
２
（
５
８
４
）

３
９
２
２

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
へ
の

日
常
生
活
支
援
制
度
と
福

祉
資
金
の
貸
付
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
の
た

め
の
各
種
訓
練
給
付

金

児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
の

手
当
額
改
定


